
義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について
１ 義務教育諸学校で使用される教科用図書の種類
(1) 文部科学省検定済教科書（検定本）→→→→学校教育法第３４条等により使用の義務
(2) 文部科学省著作教科書（いわゆる星本）→→学校教育法第３４条等により使用の義務
(3) (1)(2)以外の一般図書（特別支援学校・学級用）
・特別支援学校及び特別支援学級等において適切な教科書がないときに使用が許される。
通常、知的障害などのため特別な教育課程を編成する児童生徒に対して使用され、絵本

などが選ばれることが多い。

２ 教科用図書の採択替え
(1) 検定本…４年に一度 小学校･･･平成２２年度、平成２６年度

中学校･･･平成２３年度、平成２７年度（今回）
(2) 一般図書…毎年（児童生徒の状況に応じて適切な教科書を選ぶため）
(3) 採択の周期

３ 採択の仕組

文部科学省
「採択及び採択の事務処理について（通知）」
「教科書目録」「一般図書一覧」の送付

諮 問
教科用図書 県教育委員会 採択
選定審議会 答 申

（研究調査員）

④開催 採択 採択

教科書展示会 市町教育委員会 国立・私立 県立特別支援学校・
(教科書センター） 小・中学校 高森みどり中学校・下関中等教育学校
県内３５箇所 ○各学校で研究調査

＜6月3日～7月28日＞
＜法定6月19日～14日間＞ ○検定済教科書は各

採択地区で研究調
※一般図書の展示は１箇所 査
(中央教科書センター) ○一般図書は各学校

で研究調査

４ 採択権者について（上図⑥）
＊市町立小・中学校・・・・学校を設置する市町教育委員会
＊県立特別支援学校・・・・県教育委員会 ＊県立高森みどり中学校・下関中等教育学校 ・・県教育委員会
＊国立・私立小・中学校・・各学校の校長
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◆採択の流れ
①「教科書目録」「一般図書一覧」送付

②教科用図書選定審議会への諮問・答申

③指導・助言・援助

⑤調査報告

⑥採択
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